
指名競争入札における入札の対応について 

 

■令和 5 年度指名入札状況（営繕課及び地方機関の建築部局発注）について  

 ○令和 5 年度の指名・契約・不調/不落及び入札辞退の状況 

工種 
入札件数 

（件） 

契約件数 

（件） 

不調/不落

件数（件） 

延べ指名 

業者数 a

（者） 

延べ辞退 

業者数 b

（者） 

辞退率 

b/a 

（%） 

建築一式 ５４ ４０ １４ ６０５ ３３４ 55.2% 

電気工事 ３６ ３３ ３ ３６０ ８７ 24.2% 

管工事 ２７ ２２ ５ ２５１ １０１ 40.2% 

解体工事 ８ ８  ７２ １２ 16.7% 

塗装工事 １０ ９ １ ９６ ２９ 30.2% 

防水工事 ３ ３  ２４ ２ 8.3% 

 

■入札辞退届について 

 ○指名辞退届 

（任意様式） 

 

長崎県知事 様   

（営繕課） 

 

指 名 辞 退 届 

 

 

下記に関する指名競争入札の指名を辞退いたします。 

 

記 

 

１．【辞退期間】  令和 年  月  日 から 令和 年  月  日まで 

 

２．【対象工種】  建築一式工事・解体工事・塗装工事  など 

 

 

【提出日】令和６年  月  日 

【住所】   

【氏名】（会社名） 

（代表者 職氏名） ㊞ 

 

 ※提出は地方機関でも可。 

資料４

014872
四角形



■現場代理人と主任技術者（監理技術者）の配置について 

 ○現場代理人等決定（変更）通知書                    

様式第12号（第21条関係） 

現 場 代 理 人 等 決 定 （ 変 更 ） 通 知 書                    
年  月  日 

                様 

                                受注者 住所 

                                    氏名             

  下記のとおり確認したうえ決定（変更）したので通知します。 

 

（A）「経営業務の管理責任者及び営業所の専任技術者」と「現場代理人又は配置技術者」との兼務（該当

に○） 

 

 

 

記 

 

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 略 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

１．現場代理人 （B）「他の工事（国、県、市町、民間等全て）の現場代理人、配置技術者」との兼務（該

当に○） 

氏   名(ﾌﾘガﾅ) 生年月日     

  

 

２．主任技術者、監理技術者、特例監理技術者・監理技術者補佐 

施工体制 技術者の区分 
氏   名(ﾌﾘガﾅ) 

（生年月日） 

資   

格 

登録番号又は

資格者証番号 

直営 ① 全て自社施工 主任技術者 

  専任 

  非専任  

 

（       生） 

  

一部

下請

施工 

② 下請総額 

４，５００万円未満 

③ 下請総額 

４，５００万円以上 

4,500万円未満で監

理技術者を配置す

る場合含む 

監理技術者 

又は 

特例監理技術者 

 

（       生） 

  

監理技術者補佐 
 

（       生） 

  

（C）請負代金４，０００万円以上の場合「他の工事（国、県、市町、民間等全て）の現場代理人、配置技術

者」との兼務（該当に○） 

 

 

備考 

  １ 建設業許可を受けている建設業者が施工する工事には、必ず「主任技術者」を選任すること。なお、

請負金額が4,000万円（建築一式工事は8,000万円）以上となる場合、配置技術者は工事ごとの「専

任の」者を、下請代金の総額が4,500万円（建築一式工事は7,000万円）以上となる場合、主任技術者

に代え「監理技術者」を選任する。 

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 略 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝                    

  ６ （A）（B）（C）欄は兼務状況を確認するものであり、該当に○をすること。 

  ※ 各項目の兼務については、別に定める通知に基づき発注者が認めた場合を除き、認めない。 

 兼務はありません 

 兼務があり、別途協議します 

 兼務はありません 

 兼務があり、別途協議します 

 兼務はありません 

 兼務があり、別途協議します 

 



○経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者と主任技術者（監理技術者）との兼務 

（別記様式１号） 

兼 務 承 諾 協 議 書 
 

「経営業務の管理責任者及び営業所の専任技術者と工事現場に従事する主任技術者及び監理技術者の取

り扱いについて」（平成 28 年 6 月 1 日 28 建企第 139 号）の規定に基づき、下記のとおり兼務について承

諾願います。 
 なお、下記の者が前記取り扱いに規定されているすべての要件を満たしていることを誓約します。 
 

記 
 

兼 務 す る 者 に 関 す る 事 項 

兼務する者の氏名  

（該当するものを○で

囲んでください。） 

 

経営業務の管理責任者   ・   営業所の専任技術者 

 

兼 務 す る 工 事 に 関 す る 事 項 

工 事 番 号  

工 事 名  

工 事 場 所  

工 期  

請負（見込）金額  

兼務するもの（該当す

るものを○で囲んで

ください。） 

 

 現 場 代 理 人    ・   主 任 技 術 者 

 

年  月  日 

 

受注者 住 所            

商号又は名称            

 代 表者氏名            

契約担任者    様 

 

 

  上記について、 

（発注機関は、該当する方に○をつけること。） 

 承諾します。 

 承諾しません。上記とは別の者の配置をお願いします。 

 

年  月  日 

 受注者      様 

 

                        契約担任者    印 

 

※３建企第５３９号（令和４年３月２４日） 「経営業務の管理責任者及び営業所の専任技術者と

工事現場に従事する主任技術者及び監理技術者の兼務に関する取扱いについて（通知）」 

 

 



 ○現場代理人・専任の主任技術者・監理技術者の兼務 

（様式１号） 
 年 月 日 

 
対象役職名を記入 兼務承諾協議書 

 
契約担任者 様 
                  受注者 住所 
                      商号又は名称 
                     代表者氏名       

 
貴事務所が発注した工事について、他の工事に従事している者を配置したいため、 
適用通知を記入（※） 
の規定に基づき、下記のとおり兼務について承諾願います。 
なお、下記の者が前記取り扱いに規定されている全ての要件を満たしていることを誓約いたします。 

記 

・他工事発注機関の兼務承諾書を添付すること。 
・専任主任技術者の兼務の場合、「密接な関連がある」ことを判断できる資料（図面等）を添付すること。 
・監理技術者の兼務の場合、「同一の建築物又は連続する工作物」であることを判断できる資料（図面等）を

添付すること。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
上記について、 
       （発注機関は、該当する方に○をつけること。） 

 承諾します 

 承諾しません。上記とは別の者の配置をお願いします。 

 
  年  月  日 

受注者 様 
 

契約担任者  ㊞ 
 

対象者の氏名 
（フリガナ） 

 

当該工事 工事番号  

工事名  

工事場所  

他工事 発注機関名  

工事番号  

工事名  

工事場所  

請負金額（千円）  

工期（実工期）  

工事概要  

当該工事までの距離（ｋｍ）  

下請（予定）金額（千円）  

 
 
 

 

・現場代理人 

・専任の主任技術者 

・監理技術者 

（※） 

（現場代理人） 

・「現場代理人の取扱いについて（令和 5 年 3 月 13

日付 4 建企第 507 号）」 

（専任の主任技術者） 

・「建設工事の専任の主任技術者の取扱いについて

（平成 28 年 12 月 15 日付 28 監第 163 号）」 

（監理技術者） 

・「監理技術者制度運用マニュアル（令和 4 年 12 月

23 日付国不建第 457 号）三（２）」 



 ○主任技術者（監理技術者）等の余裕期間における取り扱い 
  ・余裕期間を設定した工事については、余裕期間の間において、現場代理人、主任(監理)

技術者を置く必要はありません。 
（参考事例） 

現場説明書（抜粋） 

 

11．余裕期間制度活用工事（発注者指定方式） 

（１）本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備

を行うことができる余裕期間を設定した工事（発注者指定方式）である。 

（２）本工事の実工期及び余裕期間は以下のとおりとする。 

実工期：令和６年４月３０日から令和６年１０月３１日まで 

（余裕期間：契約締結日から令和６年４月２９日まで） 

      この間は、技術者を置く必要はありません 

 
 ○特例監理技術者の配置について 
  ・発注工事及び配置技術者が一定の条件を満足する場合には、特例監理技術者の配置を

可能とする。（ただし、長崎県以外が発注する工事においては、当該工事の発注者が定
める取り扱いに従うこと。） 

  ・取扱については、以下による。 
３建企第 296 号（令和３年 9 月 22 日）「建設業法第２６条第３項ただし書の規定
の適用を受ける監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて」 
 

（参考事例） 

現場説明書（抜粋） 
 
第４（配置技術者・現場代理人関係） 

１．特例監理技術者の配置 

（１）建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「特例監理技術者」とい

う。）及び監理技術者を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。） の配置について 

下記①、②の条件を満たす場合は、特例監理技術者の配置が可能。（ただし、長崎県以外が発注する

工事においては、当該工事の発注者が定める取り扱いに従うこと。） 

①長崎県発注工事において、次の 1)～6)に該当する工事でないこと。 

1) 総合評価落札方式で実施するもののうち、「高度技術提案型」または「技術提案型」である工事。 

2) 総合評価落札方式以外において、設計金額が２億円以上の工事（災害対応等、発注者が必要と判断

する場合はこの限りではない）。 

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 略 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

6) 特別な理由で発注者が特例監理技術者の配置不可としたとき。 

②配置する特例監理技術者及び監理技術者補佐について、以下の 1)～8)の要件を全て満足するもので

あること。 

1) 監理技術者補佐を専任で配置すること。 

2) 監理技術者補佐は、主任技術者資格を有する一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家

資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐

の建設業法 第２７条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同

じであること。 

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 略 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（２）その他 

その他の取り扱いについては、長崎県建設企画課長通知「建設業法第２６条第３項ただし書の規定の

適用を受ける監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて」によるものとする。 

 



■新電子入札システムの利用者登録等について 

 

○ 令和６年４月から「長崎県電子入札システム」が新しくなります。 

○ 土木部建設企画課からメール等でお知らせしていますが、旧システムで利用者登

録をされている方も、改めて利用者登録が必要です。 

○ 新システムでの利用者登録がお済みでない方は、「長崎県電子入札補助システム」

で電子入札参加申請（初回登録）をおこなった上で、「長崎県電子入札システム」

で利用者登録（ＩＣカードの登録）を行ってください。 

○ 電子入札参加申請を行ってから、電子入札システムをご利用いただけるまでには、 

最短で３開庁日が必要になりますので、速やかに登録をお願いします。 

○ 上記の登録を行っていない場合、指名されませんので十分ご注意ください。 

 

（システムの場所） 

  「長崎県入札情報サービスポータルサイト」のホームページにあります。 

   ※「長崎県入札情報サービスポータルサイト」で検索するか 

    「長崎県のホームページ」⇒「入札情報」⇒「建設工事のサイトへ」 

     ⇒「長崎県入札情報サービスポータルサイトへ」へお進みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（新）長崎県電子入札 

システム 
長崎県電子入札 

補助システム 



■工事費内訳書と請負代金内訳書の提出について 
 ○入札時に提出する工事費内訳書に法定福利費を明示している場合は、契約後に提出する 

請負代金内訳書の提出は不要です。 
○請負代金内訳書を提出する場合は、契約締結後 30 日以内に提出しなければなりません。 

また、表題を「請負代金内訳書」とし、契約日付、契約工期を記載してください。 
 




































